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要　旨

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によるパンデミックから約2年が経過した。
COVID-19の感染者数は一進一退を繰り返しつつも、病態の解明や診断・治療の進歩、
社会体制の整備とともにCOVID-19ワクチンの接種によって少しずつ状況は良くなって
きている。本邦では、2020年12月の予防接種法改正で国民に対しCOVID-19ワクチンの
接種を勧奨し、国民一人ひとりの予防効果のみならず、社会としての集団免疫獲得を目
指している。本稿では、多くの医療従事者の協力によって実施されているCOVID-19ワ
クチン接種を通して、ワクチン接種や公衆衛生に対する薬剤師の職能について考えを述
べたい。
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1. はじめに
　新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）は、2019年12月初旬に中国の武漢で第1
例目の感染者が報告された。その後わずか数カ月ほどの間にパンデミックと言われる世
界的な流行となった。このようにCOVID-19によるパンデミックが世界を一変させ、未
曾有の危機的な状況になることを誰が想像しただろうか。2021年11月現在、全世界で2
億4千万人以上の感染者数、うち死亡者数が490万人以上という約100年前のスペイン風
邪以来の深刻な状況である。
　本邦では、2020年1月15日に最初の感染者が確認され、その後ダイヤモンド・プリン
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セス号の船内感染者の対応、同年3月に入り国内での急速な流行拡大が続き、同年4月7
日に政府は、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県に「新型コロナ
ウイルス対策の特別措置法」に基づいた「緊急事態宣言」を発令した。「緊急事態宣言」は、
COVID-19流行拡大の緊急措置を講ずる、つまり伝播の抑制と医療体制を確保する目的
で国民生活に対する自粛行動の要請を行うものである。2021年11月までに計4回「緊急
事態宣言」が発令され、本邦においても約170万人以上の感染者、うち死亡者数が約1万
8千人という状況である。COVID-19が流行し始めてから約2 年が経過した今、感染者数
は一進一退を繰り返しつつも、COVID-19に関する病態の解明、診断と治療の進歩、社
会体制の整備とともにCOVID-19の終息に向けたゲームチェンジャーともいうべき
COVID-19ワクチン接種の普及によって少しずつ状況は良くなってきている。
　本稿では、多くの医療従事者の協力によって実施されているCOVID-19ワクチン接種
を通して、薬剤師であり臨床系教員でもある立場から、ワクチンの接種や公衆衛生に対
する薬剤師の職能について考えを述べたい。

2. COVID-19ワクチンと本邦におけるワクチン接種の実施体制
i)　COVID-19ワクチン
　ワクチンの歴史は、18世紀に英国のエドワード・ジェンナーによる天然痘予防の為の
ワクチン開発に始まる。19世紀にはパスツールやコッホによって微生物に対するワクチ
ンの基礎が作り上げられ、20世紀には古典的な種痘から生ワクチンへ、そして不活化ワ
クチンへと製造技術の革新によって新しいワクチンが次々と開発された。人類は、様々
な感染症の流行を抑制し死亡者の大幅な減少をもたらすという恩恵をワクチンから得て
いると言っても過言ではない。
　COVID-19の感染拡大防止も同様に、そのワクチンの開発と接種の普及が重要である
ことは言うまでもない。ワクチンの効用は、個人の感染防御のみならず、ワクチンによ
る集団免疫を獲得できればアレルギーや年齢などによりワクチンを接種できない人たち
も含め社会全体を感染から守ることができると考えられる。WHOの推計によれば、
COVID-19ワクチンによって集団免疫の状態を獲得するには、人口の約60～70％がワク
チンを接種する必要があると言われている［1］。本邦では集団免疫の獲得に必要とされ
る人口の7割接種までには、2022年の第一四半期までかかると試算した報道もあった。
　COVID-19ワクチンは、欧米では2020年12月から接種が始まり、国内では、2021年2月
にファイザー社のmRNAワクチンのBNT162b2が、同年5月にはモデルナ社のmRNAワ
クチンのmRNA-1273とアストラゼネカ社のウイルスベクターワクチンのChAdOx1 
nCov-19が薬事承認された。いずれのワクチンも遺伝子治療技術開発に基づいた新たに
開発された成分ワクチンである。従来の生ワクチンや不活化ワクチンに比べ迅速に実用
化できる利点があり、緊急性が求められるパンデミック下においては有用なワクチンと
言われる。核酸ワクチンに分類されるmRNAワクチンはCOVID-19のスパイクタンパク
質の遺伝子をコードしたmRNAを投与することによって、抗原提示細胞でスパイクタン
パク質が生成され結果的に生体内にスパイクタンパク質に対する特異抗体が誘導される。
一方、ウイルスベクターワクチンは、人体内で複製できないチンパンジーアデノウイル
スベクターにウイルスのスパイクタンパク質の遺伝子伝子全体を組み込んであり、スパ
イクタンパク質に対する免疫が誘導される作用機序をもつ［2］。早い時期からワクチン
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接種が開始された国では、国レベルの大規模なワクチンの有用性に関するビッグデータ
が蓄積されている。ワクチン接種がかなり進んでいるイスラエルは、ファイザー社の
mRNAワクチンを2回接種してから14日後以降の有効性を検証しており、発熱や呼吸器
症状を伴う病気の予防、COVID-19による入院や重症化の予防、COVID-19による死亡を
予防する点いずれについても、98%以上の高い効果を示したとの報告もある［3］。

ii)　本邦におけるCOVID-19ワクチン接種の実施体制整備について
　本邦におけるCOVID-19ワクチン接種の実施体制整備については、2020年12月に予防
接種法附則第七条の特例規定に基づき「臨時接種」と位置づけられ、COVID-19ワクチ
ン接種は予防接種法に基づいて行われる定期接種（4種混合、麻しん、風しんの予防接種
など）と同様に努力義務の扱いとなった。その実施は、厚生労働大臣が指示の下、各自
治体が主体的に実施し、ワクチンの費用は国が全額負担することになった。更に
COVID-19ワクチンの供給及び接種の実施体制を急速且つ円滑に推進する目的で、特命
担当大臣として河野太郎国務大臣を任命した。年が明け2021年1月に、厚生労働省はワ
クチン接種の実施体制構築の基本的な考え方やワクチン供給体制、接種対象者の優先順
位、接種会場などの運営体制整備の標準的な進め方の指針として「新型コロナウイルス
感染症に係る予防接種実施に関する手引き」を提示し自治体及び各医療従事者職能団体
への協力を依頼した。
　「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種実施に関する手引き」には、集団接種会
場で行う予防接種については、自治体が直接運営し、地元の医師会や薬剤師会などに協
力を求め多職種が協力してワクチン接種が円滑に実施していく体制の確立を求めている。
具体的には、予診・接種に関わる具体的な医療従事者として予診担当医師１名、接種担
当医師又は看護師１名、ワクチン薬液充填及び接種補助担当看護師又は薬剤師１名を１
チームとすることを原則としている［4］。日本薬剤師会や日本保険薬局協会は、各地域
の薬剤師会の薬剤師に対して、集団接種会場においてワクチン薬液充填作業の他、ワク
チンの管理や予診の補助、会場の衛生管理（消毒や換気）等について積極的参加を依頼
した。
　2021年2月にワクチンが薬事承認されたが、3月になっても医療従事者への優先接種が
なかなか進まず、高齢者接種も当初の計画見込みよりも遅れた。その原因はワクチンの
供給遅れが原因だった。2021年3月末の時点でワクチンを1回接種した人は約88万人（国
民の0.7％）、必要回数接種した人は約12万人（日本国民の0.1%）という状況であった。
2021年4月に入りワクチンが安定的に調達できるようになったことで、国民一人ひとり
の予防効果のみならず、社会としての集団免疫獲得を目指し1日100万回接種の目標を掲
げ、4月中旬から高齢者接種が全国で開始された。更にこの頃からワクチン接種のスピ
ードアップを実現するための課題として、「ワクチン接種の打ち手」の医療従事者の確
保に焦点が移った。

3. 薬剤師が「ワクチン接種の打ち手」として議論に挙がる
　本邦において、高齢者接種を1日でも早く完了させるには律速段階の１つである「ワ
クチン接種の打ち手」の医療従事者の確保を目指したが、集団接種会場において医師及
び看護師の「ワクチン接種の打ち手」の協力者が不足していることが課題である自治体
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があった。そのような状況において、医行為の特例として歯科医師を「ワクチン接種の
打ち手」とすることを4月26日に国が認めた［5］。同じ頃にCOVID-19変異株を含めた
COVID-19新規感染者数の急増を受け、特例で承認した歯科医師以外の医療従事者にも

「ワクチン接種の打ち手」を広げようとする動きが関西地区の知事や自治体の首長で構
成する「関西広域連合」から起こり、その要望が「新型コロナウイルスの感染急拡大を
受けた緊急提言」として政府へ提出された。その内容は「ワクチン接種の打ち手」とし
て薬剤師にも特例を認めようとする要望である。
　こうした「ワクチン接種の打ち手」の不足の状況下、亀田総合病院総合内科部長の八
重樫牧人医師と渡部一宏（以下、著者）は、オンライン署名サイトChange.org（https://
www.change.org/）「薬剤師さんが新型コロナワクチンを接種できるようにしよう！」と
いうキャンペーン活動を実施した。ワクチン接種は、医師法の「医行為」に当たるため
薬剤師が行うことは現在の本邦では認められていない。具体的な請願内容は、薬剤師が
筋肉注射のトレーニングを受けることを条件に、歯科医師同様に特例によって薬剤師を

「ワクチン接種の打ち手」として認めてもらうことを趣意としたものだ。
　八重樫医師は、本邦でのワクチンの集団接種が始まったときから「ワクチン接種の打
ち手」の不足がボトルネックとなり、本邦での接種が遅れることを予想していた。その
予想は的中し、2021年3月になっても他の先進国と比べて日本の接種率は低いのが現状
の中、従来の法の枠組みにとらわれず、日本で31万人いる薬剤師（うち18万人の薬局薬
剤師）の職能を十分活かし、このCOVID-19を退治する必要があると考えていた。米国で
の臨床経験がある八重樫医師は、米国のチーム医療の一員として活躍する薬剤師のポテ
ンシャルの高さを目の当たりにし、米国やカナダなど世界の26カ国・地域（2020年時点）
で、薬剤師が薬局にてワクチン接種を担っていることを承知していた。米国の薬剤師に
できて、日本の薬剤師ができないことはない、そういった八重樫医師の思いに著者は大
変感銘を受け、八重樫医師と共にこのキャンペーン活動を行うことになった。
　2021年4月23日からChange.org（https://www.change.org/）「薬剤師さんが新型コロナ
ワクチンを接種できるようにしよう！」のオンライン署名サイトを立ち上げ、5月の連
休時にはあっという間に全国の医療従事者や一般の方から2万人以上の署名を頂き、5
月12日に厚生労働省でこの活動に関する記者会見を八重樫医師と著者とで実施した。そ
の後、5月17日にワクチン接種を担当する河野太郎国務大臣に2万4千人の署名を提出と
ともに今回の内容に関して会談する機会を得た（写真1、2）。
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　その後、政府内で薬剤師によるワクチン接種を検討する動きが加速し、河野国務大臣
は5月18日の閣議後会見で、医師や看護師、歯科医師で打ち手を確保できない場合に薬
剤師を接種の担い手に加えることを検討対象とする考えを示した。これを受け、日本薬
剤師会も薬剤師向けに筋肉内注射の手技訓練など研修実施に向けた準備を進めると表明
し、更には慎重だった日本医師会も限定的に容認する考えを示した。4月23日に開始し
た我々のキャンペーンが社会的に大きなムーブメントを起こすきっかけになり、わずか
一ヶ月で「ワクチン接種の打ち手」に薬剤師を特例として認める風向きが確実に変わり
つつあったことを実感した。

4. COVID-19ワクチン接種の実施体制における各医療従事者の対応の在り方検討会
　2021年5月31日に厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進す
るための各医療関係職種の専門性を踏まえた対応の在り方等に関する検討会」を開催し、
医師や看護師以外の医療従事者の「ワクチン接種の打ち手」に関する検討が行われた。
COVID-19ワクチン接種の実施体制を更に迅速かつ円滑に進める観点から、各医療関係
職種の専門性を踏まえた効果的かつ効率的な役割分担の在り方とワクチン接種に関して
各医療関係職種に当面期待される役割を整理する目的で検討が行われた［6］。
　検討の結果、4月に特例で認めた歯科医師に続き、臨床検査技師と救急救命士につい
ても今回特例で「ワクチン接種の打ち手」に加えることを決めた。これらの職種は、日
常業務で人体への注射や静脈からの採血を担っていることから可能との判断であった。
一方、薬剤師については、日頃から患者に対する服薬指導など薬剤師の専門性を考慮す
ると、従来から実施しているワクチン薬剤調製に加え、予診のサポート（問診、予診票
の確認、被接種者の薬剤服用歴の確認や副反応等に関する説明）や接種後の経過観察な
ど、現行法上実施可能な業務で専門性を生かして貢献してもらうことが安全で迅速なワ
クチン接種の実施体制を構築していくための効率化につながるとした。つまり、注射を
打つことや採血の経験がないため、現時点で「ワクチン接種の打ち手」とすることはで
きないとの判断だ。ただ、今回の検討会の結論では、「接種の進捗状況を見つつ、必要
に応じて検討する」と薬剤師による「ワクチン接種の打ち手」は完全に否定されなかった。
　2021年6月に、日本薬剤師会や日本病院薬剤師会からは、国からの要請があれば薬剤
師による「ワクチン接種の打ち手」の体制が実現できるように、早急に薬剤師向けの研
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修マニュアルを策定し、研修を実施する準備を急ぐ考えを示した。

5. COVID-19ワクチン接種に関する昭和薬科大学での取り組み
　本学は、2019年に地元の町田市と「健康的に暮らし続けるまちづくりの推進に関する
協定」を、また町田市薬剤師会と「地域連携及び教育連携に関する協定」を締結してい
る［7、8］。そういったことからCOVID-19ワクチン接種に関する協力依頼が自治体及び
薬剤師会からあった。１つは、町田市からの協力依頼で、COVID-19ワクチン接種の効
果や副反応などの注意点や日常生活での感染症予防について理解を深めていただく為に、
市民向けの「新型コロナウイルス感染症予防啓発動画」の作成協力依頼があり、本学教
授陣がその動画の企画・出演・監修にあたった。作成された動画は、町田市での集団接
種会場のモニター及びホームページから配信された［9］。
　また、町田市薬剤師会からの協力依頼で、町田市薬剤師会においても町田市の主催す
る集団接種会場に薬局薬剤師を派遣するために研修会を開催することになり、その際に
は本学臨床薬学教育研究センター臨床系教員に講師依頼があり、注射薬調製に関する実
技研修の協力を行った［10］。
　更に、本学でもCOVID-19ワクチン接種の職域接種（大学拠点接種職）を実施した。
全国的に単科薬科大学が単独での運営実施はまれであり、本学創立91年の歴史で大学が
主催実施する初の医療関連事業となった。実施運営計画及び準備から当日のワクチン接
種業務（予診・問診、接種、副反応等の観察、ワクチン薬液充填及び接種補助）に至る
まで、学校医1人と委託の看護師数人のほかは、昭和薬科大学職域接種運営実施チーム
メンバー（医師、薬剤師、歯科医師の臨床系教員ほか多数の教員及び、事務職員）で実
施した。これは、予防接種の全体の流れを実際に臨床系教員が経験することで、近い将
来薬剤師による集団接種会場での予防接種事業を見据えた時の研修シミュレーションの
目的でもあった。本学では当初2021年7月からの実施を予定していたが，職域接種分の
ワクチンの需要供給の件もあり、実施は同年9月以降になった。本学では、学生・大学
院生、職員及び大学構内で様々な業務に従事する委託業者の希望者を対象とし、第1回
目接種日程は2021年9月2日から9月4日まで、第2回目接種日程は2021年9月30日から
10月2日までの計6日間で全日程の接種業務が滞りなく完了できた［11、12］。

6. ワクチン接種に関連したこれからの薬剤師の職能とその教育研修のあり方
　ワクチン接種の実施体制を通じ、ワクチンの接種や公衆衛生に対する薬剤師の職能に
ついての著者の考えを述べたい。
　まず言えることは、本邦におけるCOVID-19ワクチン接種の実施体制業務を通じ、国
民社会から顔の見える薬剤師へ向けた動きが更に高まったと考える。これからの薬剤師
職能については、対物業務から対人業務へ、チーム医療や地域医療における新たな活動
の取組み、特にかかりつけ薬剤師制度や健康サポート薬局薬剤師のあり方について等、
ここ数年の薬剤師の職能はかなり激変している。一方で、薬局は、処方箋から薬を調剤
してもらう場所であり、薬剤師は医師の処方箋の指示通り、薬を集めてくれる仕事をす
る人と世間から捉えられている事実もまだまだある。もしかしたら、未だにそう考えて
いる薬剤師自身も存在している。しかし、今回の集団接種会場で薬剤師のワクチン薬液
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充填作業等で協力したことに対しては、共に集団接種会場で活動した医師や看護師だけ
でなく、被接種者である国民からも薬剤師の貢献に対して感謝されていた。国難とも言
うべき未曽有のCOVID-19パンデミックの中で、今回の薬剤師の協力は、薬剤師が保険
薬局業務のみならず公衆衛生においても地域の中で顔の見える存在につながったといっ
ても過言ではない。薬剤師法　第一条に記されているように、「公衆衛生の向上及び増
進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。」ということが多くの薬
局薬剤師により実践されたのだ。現在実施がはじまったCOVID-19ワクチンのブースタ
ー接種（3回目接種）の際にも、集団会場や職域接種会場で多くの薬剤師が積極的な協力
を行っていくべきである。
　そして、薬剤師を「ワクチン接種の打ち手」として認めるか否かの議論が再び挙がっ
たときには、国が薬剤師を「ワクチン接種の打ち手」として相応しい職種として認め、
国民社会が異議なく受け入れてくれる準備を今から進めておく必要がある。
　5月31日の検討会で「ワクチン接種の打ち手」として歯科医師、臨床検査技師と救急
救命士が容認され、薬剤師が認められなかったのは、一言でいうと「日常の薬剤師業務
で注射針を扱い人間の患者の体に触れ注射や採血を行う経験がない」ということだ。ワ
クチン接種のための筋肉内注射については、医行為に該当し、医師の資格を有さないも
のが反復継続する意思をもって行うこと（業として行うこと）は、基本的には医師法第 
17条に違反する。看護師は、保健師助産師看護師法の解釈上、医師の指示があればワク
チン接種等の一定の「医行為」を行えるとされている。今回特例的に認められた歯科医師、
臨床検査技師、救急救命士は、どういった理由だったのか？、この３つの職種の養成課
程（つまり大学及び専門学校での教育課程）において注射や採血に関する教育（歯科医師
であれば口腔内への注射、臨床検査技師であれば採血、救急救命士であれば救命救急処
置と輸液やエピネフリン注等）を受けており、また国家資格取得後に実際の医療現場で
それぞれの職種の職能に関する必要な注射や採血等を実施している。ただし、今回特例
的に認められた３つの職種がCOVID-19ワクチン接種接種のための筋肉内注射の手技を
行う場合は、（１）有事下の特例であり、集団接種会場で医師の適切な関与があること、

（２）筋肉内注射の手技の研修を受けていること、（３）被接種者の同意が得られること、
いわゆる違法性阻却が前提条件となった［6］。
　以上のことから、薬剤師が「ワクチン接種の打ち手」として認められるためには、
2021年6月に、日本薬剤師会や日本病院薬剤師会が表明したように既卒薬剤師に対して

「ワクチン接種の打ち手」に必要な知識や技能を身につけるための研修教育に早急に取
り組まねばならない。八重樫医師をはじめ多くの医師からも筋肉内注射は、血管や気管
に管を挿管する手技ではないので、基本的な解剖学と注射手技を学べばそれほど難易度
が高いわけではない。
　また、薬剤師を養成する教育課程、つまり薬学教育のなかでも「ワクチン接種の打ち手」
に関する教育の実績を積み重ねていくことも大事である。薬学教育モデル・コアカリキ
ュラムには「皮下注射、筋肉内注射、静脈内注射・点滴等の基本的な手技を説明できる」
との一文が盛り込まれている。これは将来的に薬剤師が注射や採血をすることがあり得
るという希望も込めてその教育を実施しておく必要があるとのことで明文化されたよう
だ。本学では、2016年度から4年生の臨床前事前実習のなかで注射手技の講義や実習を
実施し、シミュレーターを使った静注や筋注を薬学生に体験してもらっている（写真3、4）。
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　また、糖尿病患者の服薬指導演習・実習の一環で、学生に対してインフォームドコン
セントを行い、血糖自己測定実習を通じて自己採血の体験することやインスリン自己皮
下注射で用いられる注射針の穿刺の痛みを体験する実習を実施している［14］。
　もし薬剤師が「ワクチン接種の打ち手」として認められる際には、ワクチンを筋肉内
注射する医行為だけすればよいということは、あってはならないと考える。ワクチン接
種は、予診・問診から始まり、ワクチン薬液充填、接種（筋肉内注射）、副反応等の観察
に至るの一連のオペレーションの中で、あらゆる場面で責任を持って関われるようにす
べきだと考える。つまり、病気の診断が不要なワクチン接種は、被接種者に対する問診
行為を医師が全て行わなくとも、平時から服薬指導の場面で患者とのコミュニケーショ
ンを取りながら健康状態や薬歴・副作用歴を聴取するスキルを持つ薬剤師が、予診のサ
ポートを実施し医師がワクチン接種の最終判断を行えばよいと考える。加えてアナフィ
ラキシーを含めて、ワクチンの副反応時の対応スキルに関しても、薬剤師には十分兼ね
備えているべきだ。ワクチン接種後初期に重篤な反応の予兆になるような症状がないか
どうかを経過観察するスキル、つまりバイタルサインフィジカルアセスメントやBLS

（basic life support：一次救命処置）を学ぶことも必要となる。本学では10年前から東京
消防庁の協力により学部１年生に対してBLS研修を必修科目として実施している。特に、
集団接種会場で被接種者がワクチン接種による即時的な副反応に対応する際には医師、
看護師に加え薬剤師を含めた医療スタッフがチームでその対応に当たる仕組みが重要で
あり、著者自身も本学で実施した職域接種を通してそのことを身にしみて感じた。
　薬剤師の新たな職能を得るには、薬剤師自身がまず自己研鑽を積み、薬剤師にワクチ
ンを打たせてもいいと国民や他の医療従事者が納得できる環境を作り上げていくことが
重要となる。そうすれば、次の機会に時限的・特例的な措置として、薬剤師による「ワ
クチン接種の打ち手」が前向きな議論が進んでいくことも十分あり得ると思う。将来的
には、欧米のように本邦の薬剤師も薬局で薬剤師が予防接種を単独で行うことができる
かもしれない。

7. おわりに
　本邦において2021年12月28日時点で、COVID-19ワクチン接種を1回目接種が完了した
人は約1億人（79.8％）、2回目接種まで完了した人は約9860万人（78.4％）と2021年3月
に比べ接種率はかなり高まり、本邦のCOVID-19ワクチン接種完了した人が人口に占め
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る割合は、全世界においてもトップ３に入る高い接種率となった。COVID-19の終息に
向けたゲームチェンジャーともいうべきCOVID-19ワクチンの接種の予防、更に今後外
来診療で可能な内服治療薬や抗体カクテル療法の開発による治療法が確立し、COVID-19
の診療体制は当初よりも明らかに進化するであろう。最終的には入院病床確保数が減り、
医療機関の負担が少なくなれば、COVID-19が指定感染症を外れることも十分考えられ、
1日も早く平穏で明るい以前のような日常が戻ってくることを切に願いたい。
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